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第１章　葛飾区移動等円滑化促進方針の策定に当たって
１．策定の背景と目的
（１）背景
地域における高齢者、障害のある方等の自立した日常生活及び社会生活を確保するためには、高齢者、障害のある方等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、建築物等の生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、その他の施設について、一体的に移動等の円滑化が図られていることが重要です。
このため、本区では、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成12年11月）」に基づく「葛飾区交通バリアフリー基本構想（平成18年５月）」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年12月）」に基づく「葛飾区バリアフリー基本構想（平成23年３月）」を作成し、区内の鉄道駅を中心とした面的・一体的なバリアフリー化を推進してきました。

平成18年５月に策定した「葛飾区交通バリアフリー基本構想」、平成23年３月に策定した「葛飾区バリアフリー基本構想」の図があります。これら基本構想では、金町駅圏、京成たていし駅圏、新小岩駅圏を、優先的にバリアフリー化を図る地区である「重点整備地区」に設定しました。
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本区のバリアフリー基本構想では、金町駅圏・京成たていし駅圏・新小岩駅圏を、優先的にバリアフリー化を図る駅圏として重点整備地区に位置付け、面的・一体的なバリアフリー化を推進してきました。一方、これらの基本構想は、策定から10年以上が経過しており、まちの状況にも変化がみられることから更新の検討が必要になっております。また、人口減少・少子高齢化の進展、区民のライフスタイルや価値観も日々変化していることから、区内全域で面的なバリアフリー化を進めることが求められています。
このような中、平成30（2018）年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフリー法」という。）が改正され、自治体が移動等円滑化促進方針を定めることができる制度が創設されました。移動等円滑化促進方針では、道路や鉄道駅等の旅客施設、建築物等の具体的な施設のバリアフリー化事業の調整が難しい段階においても、バリアフリー化の方針を示すことが可能となりました。
これを受けて本区は、区内全域のバリアフリー化を示す「葛飾区移動等円滑化促進方針」を策定し、誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に、自分らしく暮らし続けられるまちの実現を図ります。

（２）目的
移動等円滑化促進方針策定の主旨は、高齢者や障害のある方、子育て中の方等が、道路や各施設を円滑に移動又は利用できるようにすることです。
本区の方針策定の目的は以下のとおりです。

葛飾区移動等円滑化促進方針の目的
区内全域におけるハード整備と心のバリアフリーに関するソフト面の両面によるバリアフリー化の方針を示すことによって、多様な住民への福祉の増進や関係者のバリアフリー化に向けた機運の醸成、まちの活性化につなげること

ポイント
バリアフリー法 第二十四条の二（移動等円滑化促進方針）
市町村は、基本方針に基づき、単独でまたは共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針を作成するよう努めるものとする。
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■移動等円滑化促進方針策定の主な効果
「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン
（国土交通省　令和３年３月）」を参考に記述

移動等円滑化促進方針を作成することで、バリアフリー基本構想を未作成の地区でも、道路や駅などの旅客施設や建築物のバリアフリー化の重要性を強調することが可能となります。また、バリアフリー基本構想を作成するに当たっては、重点整備地区以外も含め、全体でのバリアフリー化の方針を示すことが重要です。
移動等円滑化促進方針の積極的な作成により、関係者間の理解が深まり、バリアフリー基本構想策定への機運が高まります。特に、既存の計画やまちづくりなどの戦略と整合性を持たせることで、住民の福祉増進や、多様な来訪者にも優しいまちづくり、地域活性化につながります。自治体が抱える様々な課題解決や戦略実現にも、移動等円滑化促進方針の作成は効果的とされています。
また、移動等円滑化促進方針の策定の効果として以下のようなものも挙げられます。

●誰もが暮らしやすいまちづくりの実現
・移動等円滑化促進方針を作成する際には、地域住民である高齢者や障害のある方、子育て中の方等の意見を反映することが求められています。このような当事者の参加を通じて、誰もが暮らしやすいまちづくりが実現可能となります。

●バリアフリー事業に関する調整の容易化
・バリアフリー化の方針を示すことで、複数の関係者間での認識が共有され、事業者に対して準備期間を設けることができます。
・また、届出制度を通じて事業者との調整が可能となり、段階的な施設のバリアフリー整備が実現できます。

●届出制度による交通結節点での施設間連携の推進
・鉄道駅などの旅客施設と道路の境界部分のバリアフリー化が十分に確保されていないために、結果として高齢者や障害のある方等が利用できない状況が発生することがあります。こうした施設間連携を推進するために、改修時には事前に区市町村へ届出を行い、改修内容を調整することで、施設間のバリアフリー化を連続的に実現できます。

●道路や公園等のバリアフリー化に関する交付金の重点配分
・防災・安全交付金において、鉄道との結節点にある自由通路などの歩行空間をユニバーサルデザイン化する場合、移動等円滑化促進方針やバリアフリー基本構想に位置付けられた地区は、重点配分の対象となります。
・また、社会資本整備総合交付金等を活用した市街地整備事業や都市公園・緑地事業においても、歩行空間や公園施設のユニバーサルデザイン化を進める際、重点的な支援が受けられます。

※移動等円滑化促進方針作成状況（令和５年度末時点）
東京都内では、新宿区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、江戸川区、武蔵野市、調布市、日野市の９区市、全国では合計44市区町の自治体が作成・公表しています。
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２．葛飾区移動等円滑化促進方針の位置付け
（１）葛飾区移動等円滑化促進方針とは
葛飾区移動等円滑化促進方針（以下「促進方針」という。）は、区内全域を促進方針の対象エリアとし、さらに区内の鉄道駅を中心とした地区（移動等円滑化促進地区）において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すものです。
この方針を策定することで、区内全域において、広くバリアフリーについての考え方を共有し、移動等円滑化促進方針として、施設整備や改修に関するハード面と、心のバリアフリー（バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすこと）に関するソフト面による取組の両面で、区内全域におけるバリアフリー化の方針を明確にします。

ポイント
区内全域を促進方針の対象エリアとして、面的なバリアフリー化を進めます。
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（２）促進方針とバリアフリー基本構想の違い
バリアフリー基本構想は、重点整備地区において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機等のバリアフリー化を実施するために「特定事業」として位置付け、重点的かつ一体的に推進する具体的な事業を定めた計画です。
具体的にバリアフリー化を実施すべき事業として「特定事業」を定める際には、公共交通事業者、道路管理者、交通管理者等と十分な協議をする必要があります。そのため、本区では、まずは促進方針として、区内全域のバリアフリー化の方針を示し、バリアフリー化の重要性を広く打ち出します。
これにより、関係者間でバリアフリー化への機運が醸成された段階において、実施義務の伴う特定事業の位置付けが可能となるバリアフリー基本構想作成へのステップアップにつなげることを目指します。

■バリアフリー基本構想とは
バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想は、高齢者や障害のある方、子育て中の方等が利用する施設が集積している地区や、旅客施設を中心とした地区を重点整備地区として、自治体が作成する計画です。この構想は、公共交通機関、建築物、道路などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進することを目的としています。
重点整備地区では、移動の連続性を確保するために「面的・一体的なバリアフリー化」を図ることが重要です。これにより、高齢者や障害のある方、子育て中の方等、誰もが安全かつ円滑に移動できる環境が整備されます。
事業の実施義務が課せられる特定事業を定めることになるため、いわゆる実施計画的な側面が含まれます。そのため、既存施設を含めた、移動の連続性を確保された面的・一体的なバリアフリー整備を推進することが可能となります。
その一方で、各施設の特性や事業者の意向を十分に反映させるためには、民間事業者を含む多くの施設管理者等との調整が必要であり、利害関係者との協議が求められます。

移動等円滑化促進方針とバリアフリー基本構想のイメージ図があります。鉄道駅周辺を移動等円滑化促進地区・重点整備地区に設定し、生活関連施設や生活関連経路を示しています。

※本区のバリアフリー基本構想の策定状況は17ページに掲載
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■バリアフリーに関連する法令について
平成６（1994）年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（以下「ハートビル法」という。）が施行され、不特定多数の人々が利用する特定の条件を満たす建築物の建築時等において、移動等円滑化基準への適合が義務付けられました。
また、平成12（2000）年には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律」（以下「交通バリアフリー法」という。）が施行され、鉄道やバスをはじめとする公共交通機関や鉄道駅等の周辺道路、駅前広場、通路等の移動経路について総合的なバリアフリー化を推進することとなりました。さらに、平成18年には、一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、これらハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されました。
このバリアフリー法は、平成30（2018）年に一部が改正され、自治体が移動等円滑化の促進に関する方針を定める制度が創設されました。また、令和２（2020）年には、「公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化」、「国民に向けた広報啓発の取組推進」及び「バリアフリー基準適合義務の対象拡大」に関する事項について追加されました。

法令策定の流れを現した図があります。
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（３）促進方針の位置付け
促進方針は、国や東京都の法制度・方針に基づき、区の上位計画である葛飾区基本構想、基本計画、SDGs推進計画のもとに位置付けられるものとして、区の様々な関連計画と連携・整合を図りながら、本区のバリアフリー化を推進するための指針を示すものです。

促進方針と、各関連計画との連携を示す図があります。
国の法律、都の条例、区の分野別の計画、方針との関係性も併せて整理しています。
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３．計画期間
バリアフリー法ではおおむね５年ごとに実施状況についての調査・分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとされています。
促進方針の計画期間は10年間を基本としますが、策定当初は区の上位計画と整合を図る観点から、計画期間を令和７（2025）年度から令和12（2030）年度までの６年間とします。

促進方針の見直し期間と、５年ごとに中間評価を行うスケジュールを表す図があります。区の上位計画である葛飾区基本構想、葛飾区基本計画、葛飾区SDGs推進計画のスケジュールとの関係性も併せて整理しています。

ポイント
バリアフリー法 第二十四条の三（移動等円滑化促進方針の評価等）
市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね５年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。
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４．持続可能な開発目標に向けたバリアフリー化の取組の推進
葛飾区基本計画（令和３年８月）では、基本方針の１つとして「区民との協働による、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり」を掲げ、SDGs（サステナブル・デベロップメント・ゴールズ）が目指す経済・社会・環境の全ての面における発展に向け、成長と成熟とが調和した持続可能なまちづくりを進めることとしています。
SDGsに対するバリアフリーの関わりは幅広く捉えることができますが、葛飾区基本計画において、バリアフリー事業に関連するゴールとして、「５ジェンダー平等を実現しよう」「10人や国の不平等をなくそう」「11住み続けられるまちづくりを」「17パートナーシップで目標を達成しよう」が挙げられています。
このため、促進方針が果たすべき役割は、バリアフリー化の取組方針を区として示すことで、これら４つのゴールを達成するための一助となることです。
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第２章　葛飾区の現状
１．葛飾区の人口等
（１）人口及び世帯数の経年推移
本区の人口は、令和６（2024）年10月１日現在で469,754人です。
人口の経年推移をみると、令和元年までは増加、令和２（2020）年以降は横ばい状態で推移しています。年齢区分別人口の割合は、令和６（2024）年10月１日現在で14歳以下が11%、15～64歳が65%、また、一般に高齢化率と称される65歳以上（高齢者人口）の割合は24％となっており、今後更に進むことも予測されます。
なお、本区の将来人口は、令和７（2025）年以降に減少するという推計結果となっており、令和42（2060）年と令和元（2019）年を比較すると約５万人の減少が見込まれています。

葛飾区の人口及び世帯数の推移と葛飾区の将来人口を推計したグラフがあります。
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（２）町丁目別人口
町丁目別の人口は堀切、青戸、亀有、東新小岩の順に多く、また、人口密度は、金町駅、亀有駅、新小岩駅などの駅周辺が高い傾向にあります。

葛飾区の町別人口を表すグラフと、町別の人口密度を示す図があります。
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（３）高齢者（65歳以上）人口
本区の高齢化率は令和６（2024）年10月１日現在で24.1%（都区部22.1％、全国平均29.3%）です。
なお、町丁目別の高齢者人口密度は、金町駅、柴又駅、青砥駅、お花茶屋駅などの駅周辺が高くなっています。

葛飾区の高齢者人口の推移を表すグラフと、町丁目別の高齢者人口密度を示す図があります。
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（４）障害のある方の状況
本区の障害者手帳所持者の状況は以下のとおりです。
身体障害者手帳所持者数の内訳をみると、肢体不自由が最も多く6,060人（44.3％）、次いで内部障害が5,055人（36.9％）となっています。

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳といった障害者手帳所の所持者数の推移を表すグラフと、障害の種類別の身体障害者手帳所持者数を表す表があります。
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（５）交通状況
①鉄道駅
区内の鉄道路線は、JR常磐線、JR総武線、京成本線、京成押上線、京成金町線、北総線の６路線があり、多くは都心から東西方面に延びています。
また、区内には、12の鉄道駅があります。駅自体は足立区内に位置するものの、JR常磐線及び東京メトロ千代田線の綾瀬駅は、本区に隣接しています。

区内の鉄道路線を示した図があります。
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②路線バス網
区内の路線バスは、６社のバス事業者により、区内の駅間を結ぶ基幹路線とこれを補うフィーダー路線（支線）で構成されています。
一方、路線バスの運行便数は、路線ごとに利用実態を考慮してバス事業者が決めていますが、昨今の運転手不足等により運休や減便する路線があります。

葛飾区を走るバスの路線図があります。
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（６）主要施設の立地状況
促進方針に関わる生活関連施設（常に多数の人が利用する施設、高齢者、障害のある方等の利用が多い施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設等）の候補となる施設は、区内全域に分布しています。

葛飾区にある主要施設の立地状況を示した図があります。
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第３章　葛飾区におけるこれまでの取組と課題
本区におけるこれまでの取組と課題を整理します。
移動等円滑化に関する法整備等の国の動向と、本区の取組の流れを以下に示します。

これまでの移動等円滑化に関する法整備等の国の動向と、本区の取組の流れを示す図があります。
国は、平成６年９月施行の「ハートビル法」、平成12年11月施行の「交通バリアフリー法」を拡充・統合し、平成18年12月に「バリアフリー法」を施行しました。その後、「バリアフリー法」と「移動等円滑化の促進に関する基本方針」は複数回の改正があり、バリアフリー法は令和２年６月、その内一部規定は令和３年４月、移動等円滑化の促進に関する基本方針は令和２年12月に現在の形となりました。
一方、葛飾区においては、平成18年５月に「交通バリアフリー構想」を策定し、金町駅圏と京成たていし駅を重点整備地区とする基本構想を策定しました。また、その他９駅の圏域においても区独自の推進方策を打ち出しました。その後、平成23年３月には「葛飾区バリアフリー基本構想」が策定され、新たに新小岩駅圏を重点整備地区に設定した上で、これまでの金町駅圏、京成たていし駅圏と同様に特定事業の作成と実施を進めてきました。そしてこの度、令和４年度から策定を進めてきた「葛飾区移動等円滑化促進方針」を打ち出すに至りました。
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１．これまでの葛飾区の取組
本区では、平成12（2000）年11月に施行された「交通バリアフリー法」に基づき、区内12駅を中心とした11駅圏域を対象に検討を行い、優先的にバリアフリー化を図る駅圏域として、JR金町・京成金町駅周辺及び京成たていし駅周辺の駅圏域を重点整備地区とした「葛飾区交通バリアフリー基本構想」を平成18（2006）年５月に策定しました。
また、平成18（2006）年12月の交通バリアフリー法とハートビル法を統合・拡充した「バリアフリー法」の施行後に、新たに新小岩駅圏を重点整備地区に設定し「葛飾区バリアフリー基本構想」を平成23（2011）年３月に策定しました。

区内に11ある鉄道駅と、これまでに重点整備地区に設定したJR金町・京成金町駅周辺、京成たていし駅周辺、JR新小岩駅周辺を示す図があります。
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（１）バリアフリー基本構想の策定
①葛飾区交通バリアフリー基本構想（平成18年５月策定）
JR金町・京成金町駅周辺及び京成たていし駅周辺の駅圏域のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するため、また、それ以外の駅周辺の駅圏を本区独自の推進方策でバリアフリー化を推進するために、平成18（2006）年５月に「葛飾区交通バリアフリー基本構想」を策定しました。
この基本構想では、JR金町・京成金町駅及び京成たていし駅の駅前広場や周辺道路において、交通バリアフリーの実現を目指し、鉄道事業者や道路管理者などが取り組む事業が計画されました。
事業の実施状況としては、JR金町駅における車いす利用者に対応した多機能トイレの整備や、ノンステップバスの導入、京成たていし駅における車いす利用者に対応したエレベーターや拡幅自動改札機の設置などが行われました。また、特定道路として指定された都道や区道では、視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道の勾配の改善、路面の凹凸の解消等が事業として実施されました。

葛飾区交通バリアフリー基本構想で重点整備地区に設定された金町駅圏及び京成たていし駅圏の図と、公共交通特定事業の例として多機能トイレとノンステップバスの写真があります。
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②葛飾区バリアフリー基本構想（平成23年３月策定）
新小岩駅周辺の駅圏域は、葛飾区交通バリアフリー基本構想策定時（平成18年５月）に南北自由通路がまだ構想段階にあったことや、駅の東北側などの開発による交通の流れが変わる要素が高かったため、重点整備地区の指定を見送りました。
その後、新小岩駅周辺の交通結節点としての機能の向上を図るため、南北自由通路や交通広場等の整備が進められていることから、バリアフリー化の重点的・一体的な推進が可能となったため、駅圏域を重点整備地区として設定し、平成23（2011）年３月に「葛飾区バリアフリー基本構想　葛飾区新小岩駅圏移動等円滑化基本構想」を策定しました。
事業の実施状況としては、JR新小岩駅周辺の駅前広場や、南北自由通路の整備等が行われました。

葛飾区バリアフリー基本構想で新たに重点整備地区に設定した新小岩駅圏の図と、特定事業の例として、JR新小岩駅の改札階とホームを結ぶエレベーターの写真と、新小岩駅の南北自由通路の写真があります。
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コラム　公共施設等におけるバリアフリー化の取組
施設や道路などを新たに整備、改修する際は、バリアフリー化の取組を着実に進めています。以下にその一部を紹介します。

公共施設等におけるバリアフリー化の取組の例として、歩車道間の段差を無くした歩道の巻き込み部、横断歩道内のエスコートゾーン、車いすでも利用しやすい公園の水飲み場、筆談対応が示された施設のカウンター、ミルク用洗浄サーバーがある赤ちゃんの駅、乳幼児用設備が分散設置されたトイレの写真があります。

[bookmark: _Hlk191556918]（22ページ目）

２．公共交通事業者のバリアフリー関連の取組
区内を運行している鉄道事業者、バス事業者がバリアフリー法に基づき作成、公表している「移動等円滑化取組計画書及び取組報告書」から、バリアフリー関連の取組の現状を整理しました。
これまでも、各事業者は駅施設や車両等のハード整備に加えて、利用者の支援や情報提供といったソフトの取組を進めています。

●鉄道事業者の主な取組

高齢者・障害のある方等の乗降介助等の支援
・声かけサポート運動の実施
・タブレット端末、筆談アプリの活用　など

バリアフリーに関する情報提供の取組
・異常時情報提供（車内）、行先表示（ディスプレイ型）の設置
・ホームページにおける情報の充実 など

バリアフリーに関する施設職員等の教育訓練の取組
・接遇研修の実施
・サービス介助士資格取得の推進
・障害のある方が参画する研修や体験会の実施　など

バリアフリーに関する広報・啓発
・バリアフリートイレの適正利用
・エレベーター利用円滑化
・優先席マナー啓発
・歩きスマホ注意喚起キャンペーン
・ベビーカー利用、啓発ポスターの掲出 など

その他
・ホームドア、エレベーター、スロープ、バリアフリートイレの整備
・内方線付き点状ブロックや運行情報提供設備の設置
・鉄道駅バリアフリー料金制度の活用　など

●バス事業者の主な取組

高齢者・障害のある方等の乗降介助等の支援
・バリアフリー対応車両（ノンステップバス）の導入
・車いす利用者の乗降支援（従業員研修の実施） など

バリアフリーに関する情報提供の取組
・車内放送や車内情報提供モニター等による案内サービス拡充
・バスロケーションシステムを活用した一部バス停留所やWeb上における情報提供の実施　など

バリアフリーに関する施設職員等の教育訓練の取組
・接遇研修の実施（車いすの乗降体験、専用器具による疑似体験）　など

バリアフリーに関する広報・啓発
・優先席利用や車いすスペースに関する案内・周知、呼びかけ　など
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コラム　公共交通におけるバリアフリー化の取組
区内の公共交通におけるバリアフリー化の取組の一例を以下に紹介します。

取組の一例として、鉄道駅のホームドア、車いす等でも通行しやすい改札、車いす利用者が脚を入れる空間を設けた券売機、バスロケーションシステムを用いたバス停の案内、鉄道駅の床面に大きく表示された案内サイン、エレベーターの優先利用を促すポスターの写真があります。
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コラム　ホームドアの設置状況

国土交通省は、視覚障害のある方が駅のホームから転落する事故が相次いでいることを受けて平成18（2006）年12月施行のバリアフリー法に基づき、鉄道事業者によるホームドア設置を進めてきました。
東京都内の鉄道駅のホームドアの設置状況は、令和６（2024）年３月末時点でJR・私鉄が35.9％、東京メトロ95.4％、都営地下鉄が100％です。
区内には、JRが３駅、京成電鉄が８駅、北総鉄道が１駅の計12駅あります。ホームドアの設置状況は令和６年度時点ではJRの亀有駅、金町駅、新小岩駅の３駅で既に完了しています。今後、京成電鉄の京成高砂駅、京成たていし駅、青砥駅、お花茶屋駅、堀切菖蒲園駅にホームドア整備が計画されています。

コラム　鉄道駅バリアフリー料金制度について

令和３（2021）年12月、駅などのバリアフリー化を推進するため、鉄道利用者に広く費用を負担してもらう「鉄道駅バリアフリー料金制度」が国土交通省により創設されました。この制度により、鉄道事業者は利用者から収受した料金（通学定期券は除外）を、ホームドアの設置やエレベーターの導入などの設備整備（設置、改良、更新、維持管理等）に充てることができます。
鉄道事業者は、事前に「届出」を行う必要があり、バリアフリー設備の整備・徴収計画の公表、及び毎年度の整備・徴収実績（前年度の整備費、整備内容、徴収額など）の公表が義務付けられています。
区内を走る鉄道事業者２社（東日本旅客鉄道株式会社：届出日令和４年４月５日、京成電鉄株式会社：届出日令和５年９月15日）は、それぞれ届出を行い、各社がバリアフリー整備・徴収計画及び実績を公表しています。
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３．各種調査の実施
（１）令和４年度関係者ヒアリング・アンケート調査
令和４（2022）年度に実施した「葛飾区移動等円滑化促進方針の策定に関する基礎調査」では、区内の高齢者や障害のある方の関係する団体、ベビーカー利用者等へのヒアリング及び団体の会員や介護事業者、交通事業者や施設管理者等へのアンケート調査を行いました。
調査の概要は以下のとおりです。

令和４年度ヒアリング・アンケート調査概要

・障害のある方、高齢者、ベビーカー利用者等へのヒアリング
調査期間：令和４年８月から10月
サンプル数：計128名

・障害のある方、高齢者、ベビーカー利用者等へのアンケート
調査期間：令和４年８月から10月
配布数1896票の内、回収数638票。回収率34％。

・介護事業者へのウェブアンケート
調査期間：令和４年10月から11月
回答数：56団体

・区民モニターアンケート
調査期間：令和４年12月
回答数：179名

・交通事業者・施設管理者への事業者アンケート
調査期間：令和４年11月から令和５年２月
配布数211票の内、回収数84票。回収率40％。
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（２）令和５年度・令和６年度まち歩き調査
促進方針の策定に当たり、区民参加のまち歩き調査を行い、区の現状や課題を利用者目線で抽出しました。
令和５（2023）年度は３箇所、令和６（2024）年度は９箇所でまち歩き調査を実施しました。
主に鉄道駅周辺の道路や施設を対象に、移動のしやすさや施設・設備の使いやすさなどを現地で調査し、その後にワークショップを行い現地で確認した良い点・悪い点・今後の改善点のほか、普段の生活で感じる区内におけるバリアフリーに関する改善点や意見などについて意見交換を行いました。

令和５年度・令和６年度まち歩き調査の実施概要
・令和５年10月19日（木曜日）、京成たていし駅周辺地区、全３コース、参加人数16人。
・令和５年10月26日（木曜日）、新小岩駅周辺地区、全３コース、参加人数12人。
・令和５年11月２日（木曜日）、金町駅・京成金町駅周辺地区、全３コース、参加人数12人。
・令和６年５月23日（木曜日）、堀切菖蒲園駅周辺地区、全１コース、参加人数４人。
・令和６年５月27日（月曜日）、亀有駅周辺地区、全３コース、参加人数11人。
・令和６年６月２日（日曜日）、四ツ木駅周辺地区、全２コース、参加人数７人。
・令和６年６月６日（木曜日）、柴又駅・新柴又駅周辺地区、全１コース、参加人数５人。
・令和６年６月12日（水曜日）、お花茶屋駅周辺地区、全２コース、参加人数10人。
・令和６年６月16日（日曜日）、京成高砂駅周辺地区、全１コース、参加人数６人。
・令和６年６月19日（水曜日）、綾瀬駅周辺地区、全１コース、参加人数５人。
・令和６年６月28日（金曜日）、青砥駅周辺地区、全３コース、参加人数９人。
・令和６年７月３日（水曜日）、水元駅周辺地区、全２コース、参加人数７人。
合計25コース、参加者111人。
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４．葛飾区における移動等円滑化に関する課題
促進方針の策定協議会や各部会、各種アンケート及びヒアリング調査、まち歩き調査などから、移動等円滑化に関する主な課題をハード面とソフト面に分類し、項目ごとに整理しました。
（１）ハード面の主な課題
①公共交通（旅客施設、車両、駅前広場等）
・鉄道駅には、ホームドア、エレベーター、券売機、視覚障害者誘導用ブロックの敷設、トイレ、子育て支援施設などの整備をより充実させてほしいとの要望があります。また、バリアフリールートが狭い、遠回りであるなど、円滑なルートではない状況が見られます。
・踏切道においては、車いすの走行のしづらさや、視覚障害のある方の事故防止対策、道路との立体交差化が求められています。
・公共交通（鉄道、バス、タクシーなど）へのバリアフリー車両の導入、各バス停留所への上屋やベンチの整備、各乗降場等のバリアフリー化が求められています。
・鉄道駅周辺の駅前広場などにおいて、視覚障害者誘導用ブロックが劣化または、はがれている箇所が見られます。
・鉄道駅周辺において、駐車場・駐輪場が少ないため路上駐車・駐輪が多く、通行の妨げになっているといった声があります。駐輪場においては葛飾区世論調査のなかでも「自転車置き場」の整備・充実を図ることが求められています。

公共交通におけるハード面の課題の一例として、ホームドアが設置されておらず、さらに狭いという指摘があった駅のホームの写真と、駅前広場における一部がはがれた視覚障害者誘導用ブロックの写真があります。
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②道路
・歩道については、国道や都道、主要な区道については２ｍ以上の歩道幅員が確保されている一方で、住宅地は歩道のない道路が多くなっています。また、幅員の狭い歩道や勾配、凹凸が課題として挙げられています。
・横断歩道に接続する部分の勾配や、歩道の横断勾配が急である箇所が見られます。
・視覚障害者誘導用ブロックについては、国道や、駅前広場等は連続設置されているところが多いものの、一部ではがれや劣化がみられる状況です。
・第18回葛飾区世論調査（令和６年６月実施）においても「葛飾区が道路をつくったり、つくりかえる時に、どんなことに力を入れたら良いと思いますか（複数回答可）」という設問に対して、３割程度の回答者が「道路をバリアフリーにする」を選択しています。

③交通安全施設
・音響式信号機や青延長用押しボタン付き信号機、エスコートゾーンの整備率が低いことが今後の課題として、ヒアリング調査等から挙がっています。

④建築物（公共施設、民間施設）
・施設の経年による破損や劣化が目立ち、維持管理やバリアフリー対応が不十分となっている状況が見られます。
・既存建物の階段やスロープ、エレベーター、トイレ、子育て支援施設などのバリアフリー化を求める要望があります。
・視覚障害者誘導用ブロックが、管理者が異なる施設間や道路との連携や連続性が確保されていない箇所があります。
・身体障害者用駐車場については、
設置場所が分かりづらい施設があることや、区画そのものの不足が課題として挙がっています。

建築物におけるハード面の課題の一例として、施設敷地と歩道で視覚障害者誘導用ブロックが途切れている写真があります。
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⑤公園
・園内の通路の段差、タイルやアスファルトの劣化により、車いすやベビーカーで通行しづらいことがあります。
・区内の公園にインクルーシブ遊具の設置を求める声が挙がっています。
インクルーシブ遊具とは、体に障害がある子どもも、ない子どもも一緒になって遊ぶことができる遊具のことです。

公園におけるハード面の課題の一例として、公園内の園路の段差や、車いすに乗ったままでも砂遊びができる砂場の写真があります。
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（２）ソフト面の主な課題
①公共交通（旅客施設、車両、駅前広場等）
・障害のある方などから公共交通事業者の対応に感謝する声が多く挙がっています。一方、担当者や対応が必要な場面の違いにより、適切とはいえない対応がなされる場合があるとの声があります。
・交通事業者の接遇研修等の実施による人的対応の充実や、啓発活動の推進が求められます。

事業者による接遇研修のイメージ写真があります。支援者が白杖を持った人に肘につかまってもらい、誘導しています。支援者は視覚障害者の左右どちらに立ったほうがよいか、どこにつかまっていただくかを事前に確認することや、肘や肩につかまってもらうときは、支援者が半歩前に出て誘導することが大切です。

②道路
・道路上の植木鉢や看板、電柱、放置自転車、自転車の歩道走行などによって歩行に支障をきたしている場面が見られます。

視覚障害者誘導用ブロックの上に自転車が駐輪されている写真があります。

（31ページ目）

③建築物（公共施設、民間施設）
・エレベーターやバリアフリートイレ、視覚障害者誘導用ブロックなどの施設や機能を本来使いたい人が利用できるよう、利用方法等に関するマナーの向上が求められます。
・多くの人の利用が想定されるような一部の施設において、情報提供や施設職員等の接遇対応が十分に実施されていないという声があります。

高齢者・障害者等用の施設の適正な利用を推進するために、国土交通省が発行した啓発ポスターの例があります。バリアフリートイレ、幅の広い駐車区画、エレベーター、鉄道等の優先席の適正利用について啓発しています。

（32ページ目）

④区民その他の関係者
・過年度のヒアリング調査や介護事業者へのアンケート調査から、心のバリアフリーや障害理解の推進が必要であるという意見が多く挙がっています。
・障害を知る機会や体験が少なく、多くの世代において、障害への理解不足や介助方法がわからない人が多いことが課題です。

⑤情報案内、コミュニケーション
・バリアフリートイレの機能や、窓口における筆談・手話対応などの整備状況が分かりづらい、不足しているといった声があります。
・情報を必要としている全ての人にとって分かりやすい事前の情報提供や、施設整備と連携した情報案内が必要です。
・様々な利用者を想定した情報提供・コミュニケーション手段の整備が必要です。

まち歩き調査にて寄せられた、「耳マークが小さく分かりづらい」という意見を反映して、耳マークの掲示方法を改善した施設の写真があります。

令和４年12月に実施した、「第２回葛飾区区民モニターアンケート調査」の結果が記載されています。
「心のバリアフリーを知っていますか？」という設問に対して、「知らない」と回答した人が最も多く52.0％、次いで多いのが「聞いたことはあるが、説明できない」と回答した人で38.0％でした。「知っており、大体説明できる」と回答した人は7.3％でした。

（33ページ目）

令和６年６月に実施した、「令和６年度 第18回葛飾区世論調査 報告書」の結果が記載されています。
「障害がある方など誰もが安心して暮らせるためには、何が重要だと思いますか（回答は５つまで）」という設問に対して、最も多かった回答は「障害のある方に対する周囲の人々の理解」で50.6％、次いで多かったのが「道路や公園の段差解消や点字ブロック設置などの整備」で41.0％でした。

（34ページ目）

令和６年11月に公表された、「令和６年度 第１回葛飾区子ども世論調査 報告書」の結果が記載されています。
「あなたは街中で高齢の方や車いすを利用している方、妊婦さん、けがをしている方などが困っていたらどうしますか」という設問に対して、最も多かった回答は「声をかけて手助けする」で51.3％、次いで多かったのが「恥ずかしい、またはかえって迷惑にならないか心配で声をかけられない」で23.6％でした。

続いて「あなたは目や耳、体などが不自由な方の気持ちを知るためにどのような体験が必要だと思いますか。（あてはまるすべてを回答）」という設問に対して、最も多かった回答は「車いすに乗ってみる」で57.7％、次いで多かったのが「手話を習う」で48.8％、「体などが不自由なかたのことを調べたり、勉強する」で45.1％でした。
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